
-    - 1

愛知県個人情報保護審議会答申の概要 

 

答申第 192 号（ 諮問第 233 号）  

件名： ひぼう 中傷事例と し て認識し たも の等の不開示（ 不存在） 決定に関する 件 

 

１  開示請求 

  令和元年 7 月 19 日 

２  原処分 

  令和元年 8 月 2 日（ 不開示（ 不存在） 決定）  

愛知県知事（ 以下「 知事」 と いう 。） は、 審査請求人に係る 別表の 4 欄に掲げる 自己

情報開示請求について、 愛知県個人情報保護条例（ 平成 16 年愛知県条例第 66 号。 以

下「 条例」 と いう 。） 第 21 条第 2 項（ 開示請求に関する 保有個人情報を保有し ていな

い） に該当する と し て、 不開示と し た。  

３  審査請求 

  令和元年 8 月 6 日 

  原処分の取り 消し を 求める 。  

４  諮問 

  令和 4 年 12 月 6 日 

５  審議会の結論 

知事が、 不存在を 理由と し て不開示と し たこ と は妥当である 。  

６  審議会の判断 

 ( 1)  判断に当たっての基本的考え方 

   条例は、 第 1 条に規定さ れている と おり 、 実施機関の保有する 個人情報の開示を

請求する 個人の権利を 明ら かにし 、 も っ て県政の適正な運営を 図り つつ、 個人の権

利利益を 保護する こ と を 目的と し て制定さ れたも のであり 、 原則開示の理念のも と

に解釈・ 運用さ れなければなら ない。  

   ただし 、 開示請求の対象と なる も のは保有個人情報であり 、 行政文書に記録さ れ

たも のに限ら れる ため、 当該文書が存在する こ と が前提と なる 。  

   当審議会は、 自己に関する 保有個人情報の開示を 請求する 権利が不当に侵害さ れ

る こ と のないよ う 、 審査請求人及び実施機関のそれぞれの主張から 、 本件請求対象

保有個人情報の存否について、 以下判断する も のである 。  

 ( 2)  本件請求対象保有個人情報について 

   自己情報開示請求書の内容を 基本と し て、 実施機関が作成し た弁明書の内容も 踏

ま える と 、 本件請求対象保有個人情報は、 人事局人事課（ 以下「 人事課」 と いう 。）

において管理する 、 別表の 4 欄に掲げる 内容が記載さ れた保有個人情報である と 解

さ れる 。  
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 ( 3)  本件請求対象保有個人情報の存否について 

  ア 請求 1 

実施機関によ れば、 本件請求対象保有個人情報のう ち、 請求 1 に係る 保有個人

情報については、 人事課が人事局全般に関連する 政策の調整、 人事局に属する 職

員の人事に関する 事務、 職員の任免、 分限、 懲戒、 服務に関する 事務等を つかさ

ど る も のと さ れている こ と から 、 人事課においては、 審査請求人に係る ひぼう 中

傷事例についての個人情報を 取得する こ と はないと のこ と である 。  

そこ で、 当審議会において検討し たと こ ろ 、 所掌事務の内容から 人事課におい

て審査請求人に係る ひぼう 中傷事例等についての個人情報を 取得する こ と はない

と 認めら れる こ と から 、 当該請求に係る 保有個人情報を 作成又は取得し ていない

と いう 実施機関の主張に、 特段不自然、 不合理な点は認めら れない。  

  イ  請求 2 

実施機関によ れば、 本件請求対象保有個人情報のう ち、 請求 2 に係る 保有個人

情報については、 人事課が訴訟に関する 事務の担当課と し て訴訟に対応し た訴訟

事件はある が、 当該事件に係る 証拠等において審査請求人の個人情報は記載さ れ

ておら ず、 他に当該請求に係る 保有個人情報に該当する も のも ないと のこ と であ

る 。  

そこ で、 当審議会において検討し たと こ ろ 、 実施機関の主張のと おり であり 、

ほかに特定すべき 文書の存在を う かがわせる 事情も 認めら れないこ と から 、 当該

請求に係る 保有個人情報を 作成又は取得する こ と はないと いう 実施機関の主張に、

特段不自然、 不合理な点は認めら れない。  

  ウ  請求 3 

実施機関によ れば、 本件請求対象保有個人情報のう ち、 請求 3 に係る 保有個人

情報については、 特定の訴訟事件は、 審査請求人が原告と なっ た事件である が、

他の課室が訴訟に関する 事務の担当課と し て訴訟に対応し た事件であり 、 他の課

室が所掌し ている 事務に関する も のである こ と から 、 審査請求人の個人情報を 人

事課が作成又は取得する こ と はないと のこ と である 。  

そこ で、 当審議会において検討し たと こ ろ 、 他の課室が訴訟に関する 事務の担

当課と し て訴訟に対応し た事件であれば、 人事課が当該事件に関し て審査請求人

の個人情報を 取得する こ と はないと 認めら れる こ と から 、 当該請求に係る 保有個

人情報を 作成又は取得する こ と はないと いう 実施機関の主張に、 特段不自然、 不

合理な点は認めら れない。  

 ( 4)  ま と め 

以上によ り 、「 ５  審議会の結論」 のと おり 判断する 。  
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 別表 

1 請

求 

2 審査請

求年月日 
3 不開示決定 4 開示請求のあっ た保有個人情報の内容 

1 令 和 元 年

8 月 6 日 

令和元年 8 月 2 日

付け 31 人第 221 号 

人事課に対する 開示請求 

ひぼう 中傷事例、 ひぼう 中傷する 者、 団体等

と し て認識し たも の 

2 令和元年 8 月 2 日

付け 31 人第 222 号 

人事課 

裁判で愛知県が提出し た証拠、 証拠説明書 

3 令和元年 8 月 2 日

付け 31 人第 223 号 

人事課に対する 開示請求 

特定の訴訟事件に係る 以下の文書 

・ 訴状 

・ 甲第 1 号証 

・ 甲第 2 号証 

・ 甲第 3 号証 

・ 甲第 4 号証 

・ 甲第 5 号証 

・ 甲第 6 号証 

・ 甲第 7 号証 

・ 甲第 8 号証 

・ 甲第 9 号証 

・ 甲第 10 号証 

・ 甲第 11 号証 

・ 甲第 12 号証 

・ 甲第 13 号証 

・ 答弁書 

 


